
川崎市居住支援協議会 

平成３０年度 定期総会 次第 

日 時 ： 平成３０年 ５月３１日（木）１６：００～１７：００ 

       会 場 ： 川崎市役所第４庁舎４階第４・５会議室（川崎区宮本町３番地３） 

１ 開  会 

２ 議  案 

(1) 第１号議案   役員交代（案）について

(2) 第２号議案   川崎市居住支援協議会会則 改正（案）について

(3) 第３号議案   平成２９年度事業報告（案）について

(4) 第４号議案   平成２９年度決算報告（案）及び監査報告について 

(5) 第５号議案   平成３０年度事業計画（案）について 

(6) 第６号議案   平成３０年度予算（案）について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

（配布資料） 

・次第、出席者一覧 

・資料１ 第１号議案   役員交代（案） 

・資料２ 第２号議案   川崎市居住支援協議会会則 改正（案） 

・資料３ 第３号議案   平成２９年度事業報告（案） 

  ・資料４ 第４号議案   平成２９年度決算報告（案）及び監査報告 

  ・資料５ 第５号議案   平成３０年度事業計画（案）

  ・資料６ 第６号議案   平成３０年度予算（案） 

  ・参考資料１    平成３０年度協議会スケジュール 

・参考資料２    川崎市居住支援協議会会則・会計規則 



川崎市居住支援協議会 役員交代（案） 

役職 団体等 氏名 前任者 

会長 川崎市 まちづくり局 

住宅政策部長 
前田 亮 林 直人 

副会長 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 

川崎南支部 支部長 
加藤 義治 木村 教義 

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 

 常務理事 
上野 葉子  

幹事 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 

川崎南支部 支部長 
加藤 義治 木村 教義 

公益社団法人 全日本不動産協会 神奈川県本部 

川崎支部 副支部長 
米田 恵子  

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 

神奈川県支部 副支部長 
加藤 豊  

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 

 川崎市あんしんセンター 部長 
佐竹 恵子 上野 葉子

恒春園地域包括支援センター 

 センター長 
小又 公彰  

特定非営利活動法人  

かながわ外国人すまいサポートセンター 理事長 
裵 安 

特定非営利活動法人  

かわさき住環境ネットワーク 理事長 
永島 優子 

川崎市 市民文化局 

人権・男女共同参画室 担当課長 
浅沼 誠 小川 清 

川崎市 健康福祉局 

地域包括ケア推進室 担当課長 
鹿島 智 

川崎市 まちづくり局 

住宅政策部 住宅整備推進課 担当課長 
松本 裕幸 長澤 貴裕 

会計 

監事 

一般財団法人 高齢者住宅財団 

居住支援部長 
古和田 敦  

（敬称略）  

資料１
【第１号議案】 



川崎市居住支援協議会 会則別表（第４条関係） 改正（案） 

川崎市居住支援協議会会則 新旧対照表 

新 旧 

別表（第４条関係）

区分 会員 

川崎市関係課 市民文化局 人権・男女共同参画室 

経済労働局 イノベーション推進室 

健康福祉局 生活保護・自立支援室 

健康福祉局 地域包括ケア推進室 

健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 

健康福祉局 長寿社会部 高齢者在宅サービス課 

健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課 

健康福祉局 障害保健福祉部 障害福祉課 

健康福祉局 障害保健福祉部 精神保健課 

こども未来局 こども支援部 こども家庭課 

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 

まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課

別表（第４条関係）

区分 会員 

川崎市関係課 市民文化局 人権・男女共同参画室 

経済労働局 次世代産業推進室 

健康福祉局 地域福祉部 地域福祉課

健康福祉局 生活保護・自立支援室 

健康福祉局 地域包括ケア推進室 

健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 

健康福祉局 長寿社会部 高齢者在宅サービス課 

健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課 

健康福祉局 障害保健福祉部 障害福祉課 

健康福祉局 障害保健福祉部 精神保健課 

こども未来局 こども支援部 こども家庭課 

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 

まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課

【第２号議案】 資料２ 



平成２９年度 川崎市居住支援協議会 事業報告（案） 

１．総会等の開催 

 （１）幹事会  … 平成２９年５月１６日（火） 

    定期総会 … 平成２９年６月 ８日（木） 

  「役員の交代（案）」「平成２８年度事業報告（案）」「平成２８年度決算報告（案）及び 

監査報告」「平成２９年度事業計画（案）」「平成２９年度予算（案）」等について承認 

の議決を得るために開催した。 

 （２）臨時総会 … 平成２９年６月３０日（金） ※書面表決 

  「役員の交代（案）」について承認の議決を得るために開催した。 

２．専門部会の開催 

（１）専門部会Ａ「入居相談・情報発信に関する部会」（計４回開催） 

①開催状況 

・第１回：平成２９年 ７月１１日（火） 

・第２回：平成２９年１０月１２日（木） 

・第３回：平成２９年１２月１８日（月） 

・第４回：平成３０年 ２月１５日（木） ※Ａ・Ｂ・Ｃ合同開催 

②検討内容・成果

・住宅確保要配慮者への物件提供に対する家主や不動産事業者の理解を深め、入居 

可能な物件を増やすため、「民間賃貸住宅に入居する高齢者などの支援体制」に 

関する講演会を実施した。 

   ○協議会主催 講演会 ：平成２９年 ８月２９日 ※受講者４７名 

○宅建南支部 研修  ：平成２９年 ８月２４日 ※受講者２６名 

○宅建中支部 研修  ：平成３０年 ３月 ８日 ※受講者７０名 

  ○宅建北支部 研修  ：平成２９年１２月２２日 ※受講者７４名 

  ○全日川崎支部 研修 ：平成３０年 ３月 １日 ※受講者２１名 

・効率的な住まい探しの支援体制を構築するため、ワーキンググループによる検証 

を行い、入居支援に必要な体制や仕組みを構築した。 

ア）相談窓口の設置 

『すまいの相談窓口（住宅供給公社）』を住まい探しの拠点（相談窓口）とし、 

  可能な限り具体的な物件・不動産事業者の紹介まで対応する。 

イ）福祉関連窓口や団体等との連携 

   住まい探しの前提となる「複合的な困難」を抱える方への対応に必要となる 

   福祉的・経済的支援について連携する。 

  ウ）住まい探しのネットワーク構築 

   各不動産団体で選定した「居住支援協議会サポート店」を中心に、具体的な 

   物件の紹介を行う。 

資料３ 【第３号議案】 



 （２）専門部会Ｂ「居住継続に関する部会」 

専門部会Ｃ「退去手続きに関する部会」（計４回開催） 

①開催状況 

・第１回：平成２９年 ７月１１日（木） ※Ｂ・Ｃ合同開催 

・第２回：平成２９年１０月 ３日（火） ※Ｂ・Ｃ合同開催 

   ・第３回：平成２９年１２月２１日（木） ※Ｂ・Ｃ合同開催 

・第４回：平成３０年 ２月１５日（木） ※Ａ・Ｂ・Ｃ合同開催 

   ②検討内容・成果 

    ・居住中や退去手続き（特に入居者死亡時）における支援体制や対応策、事例等 

を整理した『居住支援ガイドブック』を作成した。 

○タイトル … 「住宅確保要配慮者」居住支援ガイドブック≫ 

     ○仕様   …  Ａ４判 全３２ページ 

     ○作成部数 …  ６，０００部 

     ○製作会社 …  ホームネット株式会社  ※指名型プロポーザル方式により選定 

○配布先  …  不動産事業者、福祉関係団体、庁内福祉関係窓口 等

３．その他（事務局対応） 

 （１）講演依頼等への対応 

・居住支援協議会の概要（設立経緯や体制等）に関して、他の地方自治体や関係団体 

 からの依頼等に基づき、講演や説明等を実施した。 

○国土交通省 関東地方整備局／関東ブロック市区町村居住支援協議会に係る情報交換会 

   ○地域包括支援センター／連絡協議会 

○障害者相談支援センター／意見交換会 

○健康福祉局 生活保護・自立支援室／生活保護ケースワーカー・生活困窮者相談員向け研修 

○川崎住宅管理保全建築協同組合／ワンストップセミナー 

 （２）住宅セーフティネット法改正に関連する対応 

・住宅セーフティネット法の改正（平成 29 年 10 月 25 日施行）に伴い、国土交通省 

 実施（日本賃貸住宅管理協会が製作）するハンドブック作成への協力を行った。 

○大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック作成／ヒアリング対応 



[収入の部] （単位：円）

予算額（A） 決算額（B）
増減　（B-A）
△は減

備考

5,453,000 4,467,946 △ 985,054

重層的セーフティーネット構築支援事業補助 5,453,000 4,467,946 △ 985,054 国土交通省補助金

4,102,000 4,102,000 0 川崎市住宅供給公社からの借入

0 10,019 10,019

雑収入 0 10,000 10,000 講演謝金

預金利子 0 19 19 預金利子

9,555,000 8,579,965 △ 975,035

0 0 0

9,555,000 8,579,965 △ 975,035

[支出の部] （単位：円）

予算額（a） 決算額（b）
増減　（b-a）
△は減

備考

1,260,000 1,260,000 0

事務局人件費 1,260,000 1,260,000 0 住宅供給公社職員分

旅費 4,000 4,243 243

交通費 4,000 4,243 243 住宅供給公社職員分

庁費 4,189,000 3,203,703 △ 985,297

需用費 532,000 608,155 76,155 消耗品費、印刷製本費、光熱費

謝金 580,000 78,000 △ 502,000 講演会謝金

役務費 37,000 2,728 △ 34,272 通信運搬費、振込み手数料

委託費 2,981,000 2,494,800 △ 486,200 ガイドブック作成委託費

使用料及び賃借料 59,000 20,020 △ 38,980 講演会等会場使用料

償還金 4,102,000 4,102,000 0 川崎市住宅供給公社への償還

9,555,000 8,569,946 △ 985,054

0 10,019 10,019 預金利子含む

9,555,000 8,579,965 △ 975,035

当該年度
収入合計（C）

当該年度
支出合計（D）

8,579,965 8,569,946 10,019 （＝次年度繰越金）

収支差額

当該年度収支差額（C）－（D）

平成２９年度　決算報告（案）

中科目
　　　　小科目

補助金収入

借入金

前年度繰越金

次年度繰越金

支　出　合　計

雑収入等

当該年度支出合計（D）

当該年度収入合計（C）

中科目
　　　小科目

人件費

収　入　合　計

【第４号議案】
資料４





平成３０年度 川崎市居住支援協議会 事業計画（案） 

 平成３０年度の協議会活動は、専門部会による個別検討に代わり、平成２９年度の成果を

踏まえ、次のとおり具体的な取組を中心に進める。

１．総会等の開催（予定） 

 （１）定期総会   … 平成３０年５月３１日（本会議） 

  「平成２９年度事業報告・決算」「平成３０年度事業計画・予算」等について議決 

 （２）幹事会    … 平成３０年４月１７日 

   定期総会における議案について検討、確認 

（３）専門部会   … 平成３０年７月中旬、１１月中旬、平成３１年２月中旬 

Ａ・Ｂ・Ｃ合同で年２～３回開催し、年度内に実施する具体的な取組の説明・報告、 

入居支援体制の課題検討（ケーススタディ）、各会員からの提案に基づく意見交換等 

２．具体的な取組 

（１）庁内各部署と関係機関への説明・研修 

  ○目 的：入居支援体制（相談窓口）の本格運営に向け、区役所各部署や支援機関への 

周知啓発を行い、職員の理解向上・意識醸成による連携力の強化を目指す 

○対 象：各区地域みまもり支援センター、高齢・障害課、保護課、児童家庭課 

児童相談所、精神保健福祉センター、更生相談所、障害者センター 

地域包括支援センター、障害者相談支援センター、自立支援協議会 

介護支援専門員連絡会、市・区社会福祉協議会、国際交流センター 等 

  ○内 容：①居住支援協議会の役割と取組 

②家主・不動産事業者の実情（要配慮者受入れの課題、福祉的支援の重要性） 

③協議会の入居支援体制（すまいの相談窓口）との連携・協力について 

④居住支援制度について 

  ○方 法：各区役所等と調整の上、内容が十分に周知できる方法、手段により実施。 

資料５ 【第５号議案】 



（２）家主・不動産事業者向けガイドブック配布による周知 

○目 的：不動産事業者へガイドブックによる周知を行い、要配慮者の入居を拒まない 

     物件（家主）の増を目指す 

○対 象：神奈川県宅地建物取引業協会 川崎南・中・北支部 

       全日本不動産協会 神奈川県本部 川崎支部              

 ○内 容：①「不動産事業者向けガイドブック」の解説等 

②新たな住宅セーフティーネット制度の概要 ※必要に応じて 

  ○方 法： 各不動産団体が実施する所属会員向け研修等にて周知。時期や実施方法等

については、各団体と要調整。（団体ごとに計４回程度）

（３）すまい探し相談会（仮称）等の実施 

 ○内 容： 相談窓口とは別に、スポット的に「すまい探し相談会（仮称）」等により、 

要配慮者の入居支援を行う。 

  ○方 法： 各不動産団体が区民祭（９月頃）等で対応している住宅相談に合わせて実施。

不動産事業者による物件紹介に加えて、福祉的・経済的支援等について、

相談対応を行う。

※その他、議論すべき課題や、各協議会会員が周知したいこと等がある場合については、 

適宜、事務局へ相談いただき、専門部会で取り上げる等、柔軟に対応していく。 



[収入の部] （単位：円）

平成３０年度
予算額（A）

平成２９年度
予算額（B）

増減　（A-B）
△は減

備考

2,432,000 5,453,000 △ 3,021,000

重層的セーフティーネット構築支援事業補助 2,432,000 5,453,000 △ 3,021,000 国土交通省補助金

777,000 4,102,000 △ 3,325,000 川崎市住宅供給公社からの借入

0 0 0

雑収入 0 0 0

預金利子 0 0 0

3,209,000 9,555,000 △ 6,346,000

10,019 0 10,019 講師謝金、預金利子

3,219,019 9,555,000 △ 6,356,019

[支出の部] （単位：円）

平成３０年度予算
額（a）

平成２９年度予算
額（b）

増減　（a-b）
△は減

備考

1,540,000 1,260,000 280,000

事務局人件費 1,540,000 1,260,000 280,000 住宅供給公社職員分

旅費 20,000 4,000 16,000

交通費 20,000 4,000 16,000 住宅供給公社職員分

庁費 872,000 4,189,000 △ 3,317,000

需用費 195,000 532,000 △ 337,000 印刷製本費、光熱水費

謝金 550,000 580,000 △ 30,000 講演会講師料、入居支援費

役務費 67,000 37,000 30,000 通信運搬費、振込み手数料、消耗品費

委託費 0 2,981,000 △ 2,981,000

使用料及び賃借料 60,000 59,000 1,000 講演会会場使用料、マイク等リース費

償還金 777,000 4,102,000 △ 3,325,000 川崎市住宅供給公社への償還

3,209,000 9,555,000 △ 6,346,000

10,019 0 10,019 講師謝金、預金利子

3,219,019 9,555,000 △ 6,356,019

次年度繰越金

支　出　合　計

雑収入等

当該年度支出合計（D）

当該年度収入合計（C）

中科目
　　　小科目

人件費

収　入　合　計

中科目
　　　　小科目

補助金収入

借入金

前年度繰越金

平成３０年度　予算（案）

【第６号議案】 資料６



平成３０年度　川崎市居住支援協議会　想定スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

総
会

・定期総会後、国費申請予定
・その他、必要に応じて臨時総会

幹
事
会

・定期総会前に開催
・新年度の役員交代等について確認

専
門
部
会

・Ａ・Ｂ・Ｃ部会を合同で年２～３回開催し、年度内に実施する具
体的な取組の説明・報告、入居支援体制の課題検討（ケース
スタディ）、各会員からの提案に基づく意見交換等

説
明
・
研
修
等

関
係
機
関
へ
の

庁
内
各
部
署
や

・区役所単位で、担当各部署及び該当区の各センター等を対
象に説明や研修等を実施

配
布
・
解
説

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

・各不動産団体の研修会にて実施

相
談
会

す
ま
い
探
し

・各不動産団体が市民祭り等で実施する住宅相談に合わせ
て、スポット的にすまい探し相談会等を開催

そ
の
他

・その他、各会員にて協議会での会議体にて検討すべき事項
について、連携し協議する

定期総会（5/31）
・前年度決算、事業報告

・新年度予算、事業計画

幹事会（4/17)
・定期総会での

議決事項の承認 など

幹事会の事前調整

・新年度役員等

参考資料１

第１回（7/中~下）

各不動産団体の研修等を活用し、不動産事業者向け配布・解説 （団体別に計４回）

第２回（11/中~下） 第３回（2/中~下）

各不動産団体が実施する時期に合わせて実施（３～４回）

区役所各部署・支援機関向け説明・研修



川崎市居住支援協議会会則 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、川崎市居住支援協議会（以下「本会」という。）という。 

（目的） 

第２条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、

被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人市民その他住宅の確保に特に配慮を要する

者（以下「住宅確保要配慮者」という。）に対する賃貸住宅の供給の促進に関し住宅確保要配慮者又は

民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、川崎市における福祉の向上と豊かで

住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。 

 （活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。 

 二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。 

 三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための啓発活動及び民間賃貸住宅の賃

貸人からの物件提供促進のための環境整備に関すること。 

 四 その他目的達成のために必要な事業。 

（会員） 

第４条 本会の会員は、別表のとおりとする。 

２ あらたに会員になろうとするものは、次条において規定する会長に入会を申し込み、同条に 

おいて規定する幹事の総数の４分の３以上の同意を得なければならない。 

３ 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。 

第２章 役員 

（役員の種別及び選任） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

一 会長 １名 

二 副会長 ２名 

三 幹事 １０名程度 

四 会計監事 １名 

２ 役員は、本会の会員のうちから総会で選任する。 

３ 幹事及び会計監事は、相互にこれを兼ねることができない。 

参考資料２



（役員の任務） 

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 一 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。 

 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 三 会計監事は、本会の会計監査の事務を担当する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、１年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

第３章 組織 

（総会） 

第８条 総会は、毎年１回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の３分の１以上

の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。 

２ 総会は、次の事項を承認議決する。 

 一 本会の事業計画及び予算に関すること。 

 二 本会の事業報告及び決算を承認すること。 

 三 会則の制定及び改廃に関すること。 

 四 専門部会の設置に関すること。 

 五 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。 

（定足数等） 

第９条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。 

２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその

権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会長

に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。 

（幹事会） 

第１０条 幹事会は、幹事をもって構成する。 

２ 幹事会は、次の事項について決定する。 

一 総会の議決した事項の執行に関すること。 

二 総会に付議すべき事項 

三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 

３ 幹事長は、幹事の互選とし、その議長となる。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 



（専門部会） 

第１１条 専門部会は会長が指名する者をもって構成し、部会長が召集する。 

２ 部会長は、部会員の互選とし、その議長となる。 

３ 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の下に分科会又はワーキンググループを設置する

ことができる。この場合、各専門部会合同の分科会又はワーキンググループを設置することもできる

ものとする。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 （連絡調整会議） 

第１２条 会長は、総会、幹事会及び専門部会のほか、活動内容の中間報告や事業実施にあたり必要と

なる会員相互の連絡調整のため、必要に応じて連絡調整会議を開催することができる。 

（事務局） 

第１３条 本会の事務、経費の管理等を行うために、川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課及

び川崎市住宅供給公社に事務局を置く。 

第４章 会計 

（経費） 

第１４条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、初年度にお

いては、本会の設立日から直近の３月３１日までとする。 

（会計及び資産帳簿の整備） 

第１６条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備す

る。 

２ 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。 

（監査及び報告） 

第１７条 会計監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。 

第５章 雑則 

（秘密の保持） 

第１８条 会員は、本会の事業の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、知

り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 



（雑則） 

第１９条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。 

附 則 

 この会則は、平成２８年６月３０日から施行する。 



別表（第４条関係） 

区 分 会 員

宅地建物取引業者 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 川崎南支部

公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 川崎中支部

公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 川崎北支部

公益社団法人 全日本不動産協会 川崎支部

賃貸住宅事業者 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 神奈川県支部

居住支援団体 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

社会福祉法人 照陽会

川崎市地域自立支援協議会

川崎市内地域包括支援センター ※

川崎市介護支援専門員連絡会

特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター

特定非営利活動法人 楽

中高年事業団やまて企業組合 川崎支店

特定非営利活動法人 かわさき住環境ネットワーク

一般財団法人 高齢者住宅財団

一般財団法人 川崎市まちづくり公社

川崎市住宅供給公社

川崎市関係課 市民文化局 人権・男女共同参画室

経済労働局 イノベーション推進室 ※Ⅱ

健康福祉局 生活保護・自立支援室

健康福祉局 地域包括ケア推進室 ※Ⅱ

健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課

健康福祉局 長寿社会部 高齢者在宅サービス課

健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課

健康福祉局 障害保健福祉部 障害福祉課

健康福祉局 障害保健福祉部 精神保健課

こども未来局 こども支援部 こども家庭課

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課

※ 川崎市内地域包括支援センターについては、２センターが会員となる

※Ⅱ 第２号議案可決後 



川崎市居住支援協議会会計規則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市居住支援協議会（以下「協議会」という。）の会計事務の適切な

処理を図るため、その予算、決算及び経理等に関する手続き等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 会長 川崎市居住支援協議会会則（以下「会則」という。）第５条に規定する会長を

いう。 

（２） 事務局長 会則第１３条に規定する事務局が置かれる川崎市まちづくり局住宅政策部

住宅整備推進課の担当課長をいう。 

第２章 予算 

（歳入歳出予算の科目） 

第３条 歳入歳出予算の科目は、別表１のとおりとする。 

（決裁者） 

第４条 会計事務の決裁者は、別表２のとおりとする。 

（決裁の代行） 

第５条 別表２において決裁者が事務局長に属する決裁において、事務局長が不在の場合は、

会長が決裁を代行できる。 

 (調定及び執行) 

第６条 歳入予算の調定は、調定伺票（第１号様式）により、歳出予算の執行は、歳出予算執

行伺票兼前渡金支出命令票（第２号様式）を作成し、これに決裁を得て行うものとする。 

（履行確認） 

第７条 契約が履行されたときは、別表２により、履行確認検査調書（第３号様式）で履行を

確認する。 

２ 前項により履行を確認する者は、事務局長が指名した者とする。 

（支出命令） 

第８条 支出命令は、支出命令票兼前渡金精算報告書（第４号様式）に決裁することによっ

て行う。 

２ 前項により、支出命令を行うときは、原則、債務が確定していることを確認するに必要

な書類及び、請求に基づくものにあっては請求書を添付しなければならない。但し、事務

局長が認めた経費については、資金前渡による支出ができる。 

３ 資金前渡による場合を除き、支出命令は歳出執行伺票兼前渡金支出命令票に適合するか

どうかを確認して行う。 



４ 資金前渡による支出をする場合は、歳出予算執行伺票兼前渡金支出命令票の備考欄に

「資金前渡」と記載し、前渡金受領者を明記することにより行う。 

（支払方法） 

第９条 支払いは、資金前渡による場合を除き、適法な請求書を受理してから別に定めのあ

る場合のほか、３０日以内に支払うものとする。 

２ 支払いは、原則として契約履行後または支出決定後に支払うものとする。 

（収支決算書） 

第１０条 事務局長は、会計年度終了後、収支決算書（第５号様式）を作成し、会長に提出

しなければならない。 

（精算報告等） 

第１１条 前渡金の精算報告は、支出命令票兼前渡金精算報告書に、証拠書類を添付し決裁

することにより行う。 

２ 請求書による支払いの場合、支払いを証明できる書類を支出命令票兼前渡金精算報告書

に添付する。 

第３章 物品管理 

（物品管理） 

第１２条 協議会が取得した物品について、管理の適正を期するため、事務局長は、物品の

管理に関する事務を行う。 

２ 事務局長は、備品管理簿（第６号様式）を備え、協議会の所有に属する動産で比較的長

期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの、かつ、購入価額

が２万円以上の物を購入したあと、遅滞なく、備品管理簿に記載するとともに、原則とし

て、当該備品には備品管理番号を表示することとする。 

第４章 雑則 

（帳簿類） 

第１３条 事務局は、次の各号に掲げる帳票類を備えるものとする。 

（１） 現金出納簿（第７号様式） 

（２） 預金通帳   

（その他） 

第１４条  この規則に定めのない事項については、川崎市金銭会計規則、川崎市住宅供給公

社会計規程のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179

号）、住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱（平成21年４月１日付国住生第４号）等の

関係規定を参酌し、別途定めるものとする。 

附 則 

 この規則は、平成２８年８月１０日から施行する。 


